
1 ねんきん定期便って、なに？
　平成21年４月より、年金加入記録の確認と年金制度への理解を深めることを目的として、
「ねんきん定期便」が送られることになりました。その内容をしっかりと確認した上で、確
認の流れに従い、必要に応じて「年金加入記録回答票」を返送してください。

Ｑ１．いつ、誰に、送られてくるの？
　

●いつ：毎年の誕生月に送られます　（1日生れの方は誕生日の前月、4月1日生れの方は平成22年3月が初回）

●誰に：国民年金及び厚生年金の被保険者の方が対象

Ｑ２．何が、送られてくるの？ （平成21年度）
　

●共通：年金加入期間、年金加入履歴、これまでの保険料納付額、国民年金の保険料納付

　　　　状況、厚生年金の標準報酬月額等

●50歳未満の方のみ：これまでの加入実績に応じた年金見込額、将来の見込額試算

●50歳以上の方のみ：現在の加入状況を将来に渡って継続した場合の年金見込額
　

※既に年金受給中の方（全額停止中の方を含む）には、年金見込額のお知らせはありません。
※他に、年金加入記録回答票、解説リーフレット、回答票の返信用封筒など

◆「ねんきん定期便」は２種類
　

①オレンジ色の封筒：「ねんきん特別便」送付の際の名

　寄せ作業で得られた記録が、本人の記録である可能性

　が高いとされた方のうち「ねんきん特別便」に未回答

　の方や「訂正なし」と回答された方、標準報酬月額に

　誤りがある可能性のある方に対して送られます。

②空色の封筒：①以外のその他の方。

◆年金加入記録回答票は２種類
　

①水色の回答票：58歳になられる方及び「ねんきん特

　別便」に未回答の方等で、今回「訂正なし」であっ

　ても、必ず回答していただく必要のある方です。

②白色の回答票：①以外のその他の方。

「ねんきん定期便」が届かない場合

　　社会保険庁に登録されている住所が現住所と違っている場合は「ねんきん定期便」が届きません。登録住所の訂正・
　変更にはご自身による手続きが必要となりますので、下記のいずれかの窓口へ申し出を行ってください。
　　　　○ 国民年金加入中（第１号被保険者）の方　　　　 ： 市区町村役場の国民年金担当窓口へ
　　　　○ 厚生年金加入中（第２号被保険者）の方　　　　 ： お勤めの会社などへ
　　　　〇 会社員等の被扶養配偶者（第３号被保険者）の方 ： 配偶者のお勤めの会社などへ
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